
様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―６ 歴史公文書等の利用の促進のための措置 

関連する政策・施策 公文書管理制度の適正かつ円滑な運用 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
公文書管理法第 16 条（利用請求）、第 23 条（利用の促進） 

当該項目の重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成

目標 
基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度  ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

展示会入場者数 － － 24,445 人 16,380 人 6,949人 35,087人 52,840人       
貸出審査平均日数 

（目標値） 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

15日 

 

15日 

 

7日 

 

7日 

      

（実績値） － － 8日 7日 7日 7日 6日       
デジタル・アーカイブ

アクセス数 

（目標値） 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

21万件 

 

22万件 

 

24万件 

 

25万件 

      

（実績値） － － 232,294 件 264,620 件 238,934 265,490 件 346,177 件       
デジタル画像作成数

（目標値） 

 

－ 

 

－ 

 

130万コマ 

 

130万コマ 

 

172万コマ 

 

180万コマ 

 

210万コマ 

      

（実績値） － － 142万コマ 133万コマ 173万コマ 185万コマ 211万コマ       
デジタル画像作成率 － － 7.8% 7.9% 8.5% 9.4% 10.6%       
見学受入団体数 － － － 52 49 84 93       
見学者数 － － － 831 624 1,220 911       
分館輸送冊数   － 74 380 481 611       
閲覧室臨時開館日数 － － － － － 1日 11日       
臨時開館日閲覧者数 － － － － － 18名 149名       

注）平成 24 年度は、耐震補強工事の実施により、本館での展示会開催を休止。        注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
 ⅴ）国民のニーズ等を踏まえ

魅力ある質の高い展示を実施

すること。 

ⅵ）国民のニーズ等を踏まえ

魅力ある質の高い常設展・特

別展等を年３回以上実施す

る。また、開催場所の工夫や

地方公文書館等他機関との連

携等も含め、企画内容や展示

＜主な定量的指標＞ 

・展示会入場者数 

・貸出平均審査日数 

・アクセス数 

・デジタル画像の作

成数 

＜主要な業務実績＞ 

・年度ごとに、常設展・企画展、

特別展等を年３回以上実施して

いる。 

・展示会全体の来場者の延べ人数

は、平成 22年度 24,445人、23

＜評定と根拠＞ 
評定：A 
展示については、館外展示や海外

の公文書館を含む他機関との連携、

関連イベントの開催などの新たな

創意工夫により、中期目標期間を通

評定 Ａ 
＜評定に至った理由＞ 
 展示については、国民のニーズ等を踏まえた魅力ある質の高い展示と

して、特別展、企画展等を実施している。中でも新たな試みの館外展示、

国内他機関との連携や海外の公文書館と連携してその所蔵資料を紹介す

る初めての試みである「ＪＦＫ－その生涯と遺産」展の開催により、中
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方法等に関して新たな取組を

行うことにより、展示の魅力

及び質の向上を図る。 

・見学者数 

・分館所蔵資料輸送

冊数 

・開館日数増加に向

けた検討状況 

 

＜その他の指標＞ 

・見学の受入れ拡大

に向けた取組状況 

 

＜評価の視点＞ 

国民のニーズ等を踏

まえた魅力ある質の

高い展示や計画的な

所蔵資料のデジタル

化、積極的な情報発

信等が実施できてい

るか。 

年度 16,380人、24年度 6,949

人、25年度 35,087人、26年度

52,840 人であった。 

・新たな試みとして、平成 24年度

から館外展示を開始した。 

・初の試みとして、平成 25年春の

特別展において、外務省外交史

料館、宮内庁宮内公文書館と連

携展示を開催した。 

・平成 26年度から常設展内容を一

新した。 

・平成 26年度に、海外の公文書館

と連携してその所蔵資料を紹介

する初めての試みである「ＪＦ

Ｋ－その生涯と遺産」展を開催

した。 

（第４章Ｐ20に記述） 

じで来場者数を着実に増やし、平成

26 年度は過去最多の来場者数とな

った。 
 特に、平成 26 年度は、海外の公

文書館と連携しその所蔵資料を紹

介する初めての試みを成功させた。 
 デジタルアーカイブのアクセス

数については、目標値を毎年度引き

上げる中、目標値を上回る実績とな

っている。 
 デジタル作成画像数については、

中期目標期間にわたって各年度の

目標値を130万コマから210万コマ

へと大幅に引き上げる中、毎年度目

標を確実に達成しており、デジタル

化率も着実に進展している。 
 見学受入れの拡大に向けて、中期

目標期間を通じてソフト・ハード両

面にわたって積極的に取り組んで

いる。 
土曜日の本館閲覧室の臨時開館

は平成 25 年度から試験的に開始

し、25 年度は 1 日間、26 年度は 11
日間実施した。また、平成 25 年度

から企画展の土曜日開催も実施し

ている。 
情報発信については、広報誌「国

立公文書館ニュース」創刊や館ツイ

ッターの開始など、一般の方に館の

活動に関心を持ってもらうための

新たな取組も意欲的に取り組んで

いる。 
これらを踏まえれば中期計画に

おける所期の目標を上回る成果が

得られていると認められることか

らＡと評価する。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き、魅力ある質の高い展示の

実施、計画的な所蔵資料のデジタル

化、情報発信力の強化等に取り組

む。 

期目標期間を通じて展示会入場者数を着実に増やし、平成 26 年度には

過去最多の入場者数となったことは評価できる。 
有識者からも、衆議院議運小委員会において、国家として一体的にな

された政策決定過程を国民が体験・実感する場としての展示の重要性を

説明する際に、同展の成功が取り上げられ、評価を受けているところ。 
 また、デジタルアーカイブについては、アクセス数や作成画像数の目

標値について毎年度引き上げるとともに、その目標値を上回る実績を達

成している点も評価できる。 
 さらに、利用者へのサービス向上に向けた積極的な取組として、見学

受入れ拡大に向けた取組や土曜日における本館閲覧室の臨時開館、連続

企画展開催中の土曜日開催を行うとともに、広報誌「国立公文書館ニュ

ース」の創刊やツイッターによる広報活動・情報発信に新たに取り組ん

だことは評価できる。 
 以上を踏まえ、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られて

いると認められることから、Ａと評価したもの。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、魅力ある質の高い展示の実施や広報活動並びに情報発信力

の強化等に取り組み、館への理解や利用者層の拡大を図ることが重要で

ある。 
 
＜その他事項＞ 
 特になし。 

ⅵ）館のデジタルアーカイブ

の利便性向上に取り組むとと

ともに、計画的に所蔵資料の

デジタル化を推進すること。 

ⅶ）いつでも、どこでも、だ

れもが、自由に、無料でイン

ターネットを通じて館の保存

する歴史公文書等を広く利用

できるようにするため、平成

22 年度から館のデジタルア

ーカイブの新システムの運用

を開始するととともに、計画

的かつ積極的に所蔵資料のデ

ジタル化を推進する。 

・平成 26年度においては、デジタ

ルアーカイブのアクセス件数

（34.6 万件）は、目標値（約 25

万件）を 38.5%上回った。 

・平成 26年度においては、211万

コマのデジタル画像を、インタ

ーネット公開し、目標とする 210

万コマを上回った。 

・館デジタルアーカイブ及びアジ

歴システムについて、両システ

ムを統合することにより、シス

テム全体経費の更なる削減等を

図ることを基本理念として、次

期システムの構築に向けた準備

を進めている。平成 26年度は、

次期システムの要件定義書を策

定した。本要件定義書を用いて

平成 27年度は、次期システムの

調達及び構築を行う予定であ

る。（第４章 22に記述） 

ⅶ）保存する歴史公文書等に

ついて、広く国民の理解を深

める一環として、他の機関か

らの学術研究、社会教育等の

公共的目的を持つ行事等に出

ⅷ）館の保存する歴史公文書

等について、広く国民の理解

を深める一環として、他の機

関からの学術研究、社会教育

等の公共的目的を持つ行事等

申請書類受領後全てに 30 日以内

に貸出決定を行った。（第４章Ｐ21

に記述） 
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展するための貸出申込みに対

しては、適切な貸出を行うこ

と。また、適切な審査期限を

設定し、迅速な貸出を図るこ

と。 

に出展するための貸出申込み

に対しては、その適切な取扱

いを考慮しつつ積極的な貸出

を行う。貸出審査については、

貸出機関等からの申請書類整

備後速やかに審査を行い、30
日以内に貸出決定を行う。 

ⅷ）歴史公文書等をより幅広

く一般の利用に供するため、

利用者の動向等を把握し、適

切な対応を講じるとともに、

新たに公開された資料をはじ

め所蔵資料を積極的に国民に

紹介するなど広報の充実等の

措置を講ずること。 

ⅸ）館の保存する歴史公文書

等をより幅広く一般の利用に

供するため、利用者の動向や

ニーズを積極的に把握すると

ともに、その結果を適切に業

務に反映させる。また、各種

見学の受入れ等利用者層の拡

大に向けた取組を行う。 

・閲覧者アンケート等を実施し、

閲覧室へのデジタルカメラ持込

み、内閣文庫資料のデジタル化

冊数の増加等を実施した。 

・年度ごとの見学者の延べ数は平

成 23 年度 831 名、平成 24 年度

624名、平成 25年度 1,220名、

平成 26年度 911名であった。 

・平成 25年度から小学生、中高校

生、大学生、一般、教員等を各

自対象にした館主催見学会を開

催した。 

・平成 26年度には、本館１・２階

に見学コースを整備した（修復

室を２階に移動し見学用窓を設

置、展示ホールに映像コンテン

ツを設置） 

（第４章Ｐ23記述） 

ⅹ）開館曜日の拡大も含め、

年間開館日数について見直し

を行い、中期目標期間中に年

間開館日数を増加させる。 

・土曜日の本館閲覧室の臨時開館

を平成 25 年度は１日間、26 年

度は 11日間実施した。 

・また連続企画展期間中の土曜日

開催についても 25 年度から実

施した。 

（第４章Ｐ23～24記述） 

ⅹⅰ）つくば分館に保存され

ている文書が本館でも利用で

きるようにする方策をはじめ

として、つくば分館に係る利

用者の利便性向上策を検討

し、中期目標期間中に具体的

な措置を講じる。 

・つくば分館所蔵歴史公文書等が

本館において利用された実績

は、平成 23年度 74冊、24年度

380冊、25年度 481冊、26年度

611冊であった。（第４章Ｐ24記

述） 

ⅹⅱ）ホームページの充実、

広報誌の刊行その他の方法を

活用し、国立公文書館の活動

・館の所蔵資料や業務・施設の内

容、公文書管理や公文書館に係

る制度の動向等について、視覚
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４．その他参考情報 
特になし 
 

内容や所蔵資料、館の業務の

意義等について積極的に広報

することなどにより、国民の

公文書館に対する理解や関心

を高める。また、館の保存す

る歴史公文書等やこれに関す

る情報が諸外国においても利

用されるよう、積極的な情報

発信等を行う。 

的に分かりやすくコンパクトに

紹介し、館の利用者（リピータ

ー）の拡大・確保を図り、館の

活動や制度についての幅広い層

の理解を得るため、広報誌「国

立公文書館ニュース」を平成 27

年３月に創刊した。 

・積極的な情報発信を通じて国民

の公文書館に対する理解や関心

を高める一環として、平成 26年

４月にツイッターを開始した。

これまでに、展示会、講演会等

の情報や、その時期に合わせた

所蔵資料を紹介した。平成 26年

度は、173 回情報発信（ツイー

ト）し、フォロワー数 1,571 名

であった。（第４章Ｐ24に記述） 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―７ 地方公共団体等との連携協力 

関連する政策・施策 公文書管理制度の適正かつ円滑な運用 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立公文書館法第 11 条第１項第４号（専門的技術的助言）、同条第３項第

１号（地方公共団体への技術上の指導又は助言） 
当該項目の重要度、難易度 

－ 
関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度  ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

講師派遣 － － 72件 61件 52件 36件 32件       
全国公文書館長

会議参加者 
－ － 約 80名 約 80名 115名 100名 94名 

      

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
 ⅰ）公文書館法（昭和 62

年法律第 115 号）第７条に

基づき、地方公共団体に対

する公文書館の運営に関す

る技術上の指導又は助言を

行うこと。 

ⅰ）公文書管理法第 34条に

地方公共団体における文書

管理の努力義務規定が置か

れたことを踏まえ、地方公

共団体における文書管理の

向上に資するよう、公文書

館法（昭和 62年法律第 115

号）第７条に基づき地方公

共団体に対する公文書館の

運営に関する技術上の指導

又は助言を行うとともに、

地方におけるデジタルアー

カイブ化に係る技術的支援

をはじめ、これまで以上に

積極的かつ能動的に地方に

おける歴史公文書等の保存

及び利用を支援する。 

＜主な定量的指標＞ 

・地方公共団体が行う

各種研修会等への講

師派遣の状況 

・全国公文書館長会議

参加者 

 

＜その他の指標＞ 

・全国の公文書館等へ

の説明の状況及び所

在情報提供の仕組み

構築に向けた意見交

換の実施状況 

・「ぶん蔵」の内容充実

のための検討状況 

 

＜評価の視点＞ 

公文書館の運営に関す

る技術上の指導又は助

言、デジタルアーカイ

ブ・システムの普及・ 

＜主要な業務実績＞ 

・地方公共団体その他関係機関

が開催する講演会等に対し

て、平成 22 年度 72 件、23 年

度 61件、24年度 52件、25年

度 36 件、26 年度 32 件、館役

職員を講師として派遣した。 

（第５章Ｐ25に記述） 

・デジタルアーカイブ・システ

ムの標準仕様書及び所在情報

を一体的に提供する仕組みの

構築に向けた意見交換を実施

した。その結果、計９館の全

国の公文館等のシステムと館

デジタルアーカイブとの横断

検索が実現した。 

（第５章Ｐ25に記述） 

・東日本大震災により被災した

地方自治体が被災公文書等の

修復を早急に進めることを支

援するため、平成 23年度、24

＜評定と根拠＞ 
評定：B 
全国公文書館長会議の開催を

始め、地方公共団体、関係機関

等との連携協力に係る取組を実

施した。 
特に、地方のデジタルアーカ

イブ化に係る技術的支援につい

ても、中期目標期間中に①実態

調査→②実証実験、標準仕様書

の作成→③標準仕様書の普及啓

発という段階を経て、計９館の

システムと館のデジタルアーカ

イブとの横断検索が可能となっ

た。 
また、公文書管理法施行間も

ない時期に、被災自治体のニー

ズを踏まえて、被災公文書等の

修復支援事業を着実に実施し

た。 
これらを踏まえれば、中期計

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
全国公文書館長会議の実施や地方公共団体等が開催する委員会等に職

員を派遣するなど地方公共団体に対する公文書館の運営に関する技術上

の指導又は助言を適切に実施するとともに、地方のデジタルアーカイブ

化に係る技術的支援を行い、計９館のシステムと館のデジタルアーカイ

ブとの横断検索が可能となっている。 
また、東日本大震災における被災自治体のニーズを踏まえて、被災公

文書等の修復支援事業を着実に実施している。 
 以上を踏まえ、中期目標における所期の目標を達成しているとしてＢ

と評価したもの。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、公文書館の運営に関する技術上の指導又は助言を適切に実

施するとともに、歴史公文書等の保存及び利用の推進のための連携協力

を図る。 
 
＜その他事項＞ 
 特になし。 
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啓発、所在情報の一体 

的提供の仕組みの構築 

に向けた意見交換等が 

適切に実行できている

か。 

年度に支援要請のあった被災

自治体において修復に当たる

人材の養成のための研修を実

施した。 

平成 23 年度は、岩手県陸前

高田市、山田町、宮城県気仙

沼市、仙台市及び石巻市（女

川町を含む。）にて、採用した

110 名を修復研修生として養

成した。 

平成 24年度は、岩手県陸前

高田市、大船渡市、宮城県石

巻市、気仙沼市及び女川町に

おいて 66名を修復研修生とし

て養成するとともに、岩手県

山田町及び宮城県石巻市の職

員に対して短期間の技術講習

のため講師派遣を行った。（第

５章Ｐ26に記述） 

 

画における所期の目標を達成し

ていると認められることから、

Ｂと評価する。 

 
＜課題と対応＞ 
引き続き、歴史公文書等の保存

及び利用の推進のための連携協

力を図る。 

ⅲ）利用者の利便性を高め

るため、国、独立行政法人

等、地方公共団体等の関係

機関の保存する歴史公文書

等について、その所在情報

を一体的に提供する仕組み

の構築について検討を行

い、実施可能な施策につい

ては順次実施する。 

・歴史公文書等を保存する国の

関係機関相互の情報ネットワ

ークを確立し、利用者の利便

性向上を図る上において必要

な情報を幅広く提供する目的

で、歴史公文書探究サイト「ぶ

ん蔵」を運営した。 

・国の関係機関の所蔵資料に係

るコンテンツ等を掲載し、こ

れらを紹介する新着情報の更

新を行うことにより、利用者

の関心の高まりや理解促進を

図った。 

（第５章Ｐ27に記述）。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―８ 国際的な公文書館活動 

関連する政策・施策 公文書管理制度の適正かつ円滑な運用 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
－ 

当該項目の重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度   ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

「国際アー

カイブズの

日」記念講演

会参加者 

－ － 約 120名 約 120名 約 130名 111名 107名        

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （期間実績評価） 
 館が国際社会における我が

国の地位にふさわしい形で

その役割を果たすため、国

際的な公文書館活動への積

極的な参加・貢献を行うこ

と。 

館が国際社会における我が

国の地位にふさわしい形で

その役割を果たすため、国

際会議等への積極的参画や

情報交換の促進など、国際

的な公文書館活動への積極

的な参加・貢献を行う。 

＜主な定量的指標＞ 

・「国際アーカイブズの

日」記念講演会参加

者 

 

＜その他の指標＞ 

・各種国際会議への参

加状況、交流等の状

況 

・国際交流の状況 

・外国の先進的な公文

書館等への視察等情

報収集分析、提供の

状況 

 

＜評価の視点＞ 

国際的な公文書館活動

への積極的な貢献や外

国の公文書館との交流

推進、情報の収集・分

＜主要な業務実績＞ 

・毎年６月、「国際アーカイブズ

の日」記念講演会を開催し、

公文書館活動の普及に努め

た。 

・ＩＣＡ、ＥＡＳＴＩＣＡ、Ｓ

ＡＲＢＩＣＡ等が主催する国

際会議に参加した。 

・また、平成 23年 11月、ＥＡ

ＳＴＩＣＡ第 10回総会及びセ

ミナーを東京で開催した。 

・平成 24年８月、オーストラリ

アで開催された第 17回 ICA大

会に８名の発表者を派遣する

とともに、修復ワークショッ

プを開催した。 

・修復等の分野において、諸外

国の公文書館等への講師派遣

や研修生の受入れを行った。 

・外国の公文書館との交流推進

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
毎年６月、「国際アーカイブズ

の日」記念講演会を開催し、毎回

100名以上の参加を得て、公文書

館活動の普及に努めた。 

また、４年に１度のＩＣＡ大会

やＩＣＡ年次会合、ＥＡＳＴＩＣ

Ａ総会等に参加したほか、ＥＡＳ

ＴＩＣＡ第 10回総会及びセミナ

ーを東京で開催するなど、国際的

な公文書館活動への積極的な参

加・貢献に努めている。   

これに加え、国際的にも高い評

価を得ている修復分野において、

ワークショップ開催や講師派遣、

研修生受入れを通じて、積極的な

貢献を行っている。 

さらに、国際会議における館に

関する情報の発表、外国公文書館

評定 Ａ 
＜評定に至った理由＞ 
 毎年「国際アーカイブズの日」記念講演会を開催し、公文書館活動

の普及に努めるとともに、ＩＣＡ、ＥＡＳＴＩＣＡ、ＳＡＲＢＩＣＡ

等が主催する国際会議に参加したほか、ＥＡＳＴＩＣＡ第 10回総会及

びセミナーを東京で開催するなど、国際的な公文書館活動への積極的

な参加・貢献を行っている。 

 また、オマーン公文書庁を始めとした各国からの修復研修生受入れ

やモンゴル公文書管理庁との交流開始など、外国公文書館関係者の訪

問受入れや役職員による海外公文書館等への訪問・視察等の実施によ

り、国内外における国際交流を推進している。特に、オマーン遺産文

化大臣の来日を契機に平成 22年度から実施しているオマーン国立公文

書庁からの修復研修生の受入れは、平成 26年１月に安倍総理がオマー

ン国を訪問した際の共同声明において、オマーン側から感謝の意が表

明されたところである。 

さらに、諸外国の公文書館制度について調査し、調査結果及びそれ

らの分析を幅広く提供するとともに、館情報の海外発信にも努めてい

る。 

 特に加えて、米国のジョン・Ｆ・ケネディ大統領図書館・博物館と

の共催による「ＪＦＫ－その生涯と遺産」展の開催に関連して、米国
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４．その他参考情報 
特になし 
 

析・提供等が適切に実

施できているか。 

として、外国公文書館関係者

の訪問受入れや役職員による

海外公文書館等への訪問・視

察を数多く実施した。 

・とりわけ、「ＪＦＫ－その生涯

と遺産」展の実現に当たり、

館役職員の渡米や米国国立公

文書記録管理院等役職員の来

日等、活発な日米国立公文書

館交流を行った。 

・諸外国の公文書館制度に関す

る調査結果を情報誌『アーカ

イブズ』に発表するとともに、

館の研修における講義内容や

配付資料に反映した。 

（第５章Ｐ27～28に記述） 

関係者の訪問受入れや役職員によ

る海外公文書館等への訪問・視察

等を数多く実施し、諸外国の公文

書館との交流や情報交換に努めて

きた。 

加えて、諸外国の公文書館制度

に関する調査結果を情報誌に発表

するとともに、館の英文ＨＰで活

動状況を報告するなど、館に関す

る情報の海外発信にも努めた。 

これらを踏まえれば、中期計画

における所期の目標を上回る成果

が得られていると認められること

から、Ａと評価する。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き、国際的な公文書館活動

への積極的な参加・貢献に努める。 

国立公文書記録管理院長を始め、日米の専門家により実施された記念

講演会は、公文書管理制度の理解促進や国際的な公文書館活動の広報

普及に大きな成果を上げるとともに、は、積極的な国際交流の推進に

よる成果として評価できる。 

以上を踏まえ、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られ

ていると認められることから、Ａと評価するもの。 
 
＜今後の課題＞ 
 引き続き、国際的な公文書館活動への積極的な参画や諸外国の公文

書館等との交流を促進する。 
 
 
＜その他事項＞ 
 特になし。 
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